
令和３年度 県の主な手話関連施策の取組

（1）手話を学ぶ機会の確保等（第９条関連）

① ○新かごしま県民手話言語条例普及啓発事業

➢ 県民や事業者等に対し，かごしま県民手話言語条例の普及啓発及び

聴覚障害者への理解を深めるためのパンフレット等を作成し，県民に

広く配布した。

・パンフレット：4,600部（うち，点字版100部，録音版100部）

・リーフレット：18,000部（子ども，一般，事業者向け各6,000部）

・配布先：3,197箇所（関係機関及び団体）

② 手話動画製作及び県ＨＰ，県政広報番組等での広報

➢ 県ホームページに簡単な手話動画（家族紹介，単位の表現等）を製

作して公開した。

５回（４月，８月，12月，２月，３月）

➢ 「かごしま県民手話言語条例」について，県ホームページ掲載や，

県政広報番組を活用した広報活動を実施した。

③ ○新手話の普及啓発活動の実施

➢ 「障害者週間」に合わせて，関係団体と連携して，県民にリーフレ

ットを配布するなど普及啓発活動を実施した。

・開 催 日：令和３年12月５日（日）

・場 所：鹿児島中央駅東口駅前通路

・参 加 者：11名 ・配布部数：約1,000部

④ ○新手話講座等開催事業

➢ 県民向け手話講座を県内各地で開催するとともに，県内の事業者や

団体等が行う手話に関する研修等に講師を派遣した。

・手話講座：５ヶ所，67名 ・講師派遣：９事業所，177名

⑤ 県職員向け手話研修会の開催

➢ 県庁各課職員を対象とした研修を開催した。

・開 催 日：令和３年10月27・28日（水・木）

・講 師：県聴覚障害者協会副会長兼事務局長

・受講者数：29人
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⑥ ○新県職員向け手話研修会の講師派遣

➢ 県庁各課職員を対象とする職場研修において講師を派遣した。

・講師派遣：５所属，78人

⑦ 聴覚障害者手話講習会の開催

➢ 聴覚障害者を対象に「手話を学ぼう」講習会を開催した。

・聴覚障害者手話講習会 ９回開催，77人

⑧ 聴覚障害者生活訓練事業

➢ 聴覚障害者を対象に，日常生活上必要な訓練・指導等を行った。

・２回開催，23人

⑨ 夏休み一日聴覚障害・手話教室の開催

➢ 学生，教師を対象とした，手話教室を開催した。

・33人（うち，教師14人，小・中学生19人）

（2）手話を用いた情報発信等（第10条関連）

① 聴覚障害者ビデオライブラリー設置事業

➢ 県視聴覚障害者情報センターに字幕入りＤＶＤの制作を委託し，ま

た，聴覚障害者への閲覧・貸し出しに供した。

・字幕入りＤＶＤ 41本（1,520分）作成

② 知事記者会見等への手話導入（広報課）

➢ 定例知事記者会見等において，手話通訳を導入した。また，会見の

模様をインターネットでライブ中継するとともに，県ホームページに

録画版を掲載した。

③ 県政広報番組への手話導入（広報課）

➢ 県政広報テレビ番組（告知番組を除く）の全てに手話通訳を導入し

て放送した。

・３局３番組（年間144回）

④ 本会議インターネット中継への手話導入（議会事務局）

➢ 県議会本会議のインターネット中継に手話通訳を導入して配信し

た。
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⑤ ○新本会議場傍聴席への手話通訳視聴用モニター設置（議会事務局）

➢ 県議会本会議場傍聴席に本会議のインターネット中継を視聴できる

モニターを設置した。

・導入開始：６月18日（金）～（第２回県議会定例会）

⑥ 県議会番組への手話導入（議会事務局）

➢ 県議会定例会での議論内容や行事等に係るテレビ番組において，手

話を導入して放送した。

⑦ ○新人権教育課題別研究会への手話導入（人権同和教育課）

➢ 人権教育課題別研究会「地域とつながる人権教育」において手話通

訳を導入し，聴覚に障害のある方々への適切な情報提供を行った。

・開催日：令和３年10月13日（水）

⑧ 情報支援ボランティア運営事業（全国障害者スポーツ大会課）

➢ 令和５年のかごしま国体・大会開催時に情報支援ボランティア（聴

覚障害のある選手・役員・観客に手話等で必要な情報を提供）が円滑

に活動できるよう，リーダー向けの研修を行った。

⑨ ○新遠隔手話サービス運用事業

➢ スマートフォン等を持たないろう者に対する貸出用及び手話通訳用

のタブレット端末（30台）に係る通信費を県で負担した。

⑩ ○新市町村手話通訳担当者会議の開催

➢ 市町村担当者及び設置通訳者等を参集して，県・市町村の取組状況

の紹介や意見交換を通じて情報共有を図った。

・開催日 令和３年６月４日（金）

・参加者 31人(Ｗｅｂ開催)

⑪ 手話通訳者派遣事業（新型コロナウイルス感染症感染防止対策課）

➢ 新型コロナウイルス感染症に関する記者会見等，県から発信する情

報に手話通訳をつけることにより，聴覚障害者に対する正しい情報発

信を行う。

・開催回数 78回 ・派遣人数 107人

⑫ ○新かごしま国体・かごしま大会選手インタビュー動画への手話導入（総

務企画課）

➢ かごしま国体・かごしま大会に向けた選手へのインタビュー動画の

全てに手話を導入した。（制作動画：４本）
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（3）手話通訳を行う人材の育成等（第11条関連）

① 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業

➢ 手話通訳者等を各種団体等が実施する広域的な会議・講演会等に派

遣した。

・派遣回数 14回

② ○新手話通訳者指導者養成研修事業

➢ 手話通訳者の養成に必要な指導者を養成するための研修会を開催した。

・５回開催，30人（２人１組：ろう者と手話通訳者のペア）

※通訳Ⅰ，通訳Ⅱ，通訳Ⅲの３課程を３か年で実施

③ ○新離島オンライン手話通訳者養成研修事業

➢ 離島における手話通訳者を確保するため，離島での養成研修をオン

ラインで実施した。

・瀬戸内町：16回開催，９人

※Ｒ３年度：手話奉仕員養成，Ｒ４～６年度：手話通訳者養成

④ 手話通訳者養成研修事業

➢ 手話通訳者養成講座を開催するとともに，全国統一試験を実施し，

登録派遣通訳者に対する研修を行った。

ア 手話通訳者養成講座

・通訳Ⅱ：34回開催，８人（ハートピアかごしま）

イ 手話通訳者全国統一試験

養成講座修了者を対象として，手話通訳者全国統一試験を実施した。

・試 験 日 令和３年12月４日（土）

・受験者数 34人（うち，合格者０人）

⑤ 字幕制作ボランティア養成研修事業

➢ 聴覚障害者の情報交換を行うため，映像に字幕を挿入する字幕制作

ボランティアの養成研修を実施した。

・受講者数 ６人

⑥ 手話通訳者試験事前対策講座

➢ 手話通訳者試験の受験者を対象に，試験前の対策講座を開催した。

・ハートピアかごしま ４回
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⑦ 手話通訳者等研修事業

➢ 現に活動している手話通訳者等に対し，手話に関する新たな知識や

高度な手話技術を習得する研修会に取り組んだ。

・新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止

⑧ 手話通訳者養成指導者研修事業

➢ 手話通訳養成に携わる指導者を対象に，新しい知識の習得と高度な

技術向上を図るための研修会に取り組んだ。

・新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止

⑨ 手話通訳者設置事業

➢ 聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化を図るため，手話通訳

員１名を障害者支援室内に設置した。

・通訳件数 205件

⑩ 盲ろう者通訳・介助員派遣事業

➢ 県内の視覚・聴覚障害を併せ持つ重度障害者に対し，コミュニケー

ション等に関する支援や社会活動，入退院・通院又は公的機関等への

移動を行う場合の通訳・介助などを行う介助員を派遣した。

・盲ろう者通訳・介助員派遣回数 111回

⑪ 盲ろう者通訳・介助員養成研修事業

➢ 盲ろう者の社会参加に資するため，通訳・介助員の養成研修を実施

した。

・奄美市 11回：27人

⑫ 手話奉仕員養成研修事業（市町村地域生活支援事業）

➢ 日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成研修を実

施する市町村に対し，経費の一部（県1/4）を助成した。

⑬ 意思疎通支援事業（市町村地域生活支援事業）

➢ 手話通訳者等の派遣や手話通訳者の設置等により，聴覚障害者等と

その他の者の意思疎通を支援する市町村に対し，経費の一部（県1/4）

を助成した。
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（4）学校における取組の推進（第12条関連）

① 手話を活用した教育（鹿児島聾学校）

➢ 幼児・児童・生徒の実態に即して，手話も活用した教育活動を実践

した。

② 手話学習会の開催（鹿児島聾学校）

➢ 保護者向け手話学習会を12回開催した。

➢ 習熟度別手話学習会を習熟度３コースに分けて８回開催した。

③ 新任初任者の研修（鹿児島聾学校）

➢ 新任・初任者を対象として研修を５講座実施した。

④ 教職員向け聴覚障害者の教育研修（鹿児島聾学校）

➢ 県内教職員の専門性向上や関係機関等への理解啓発を行うため，聴

覚障害者教育研修を２回実施した。

（5）観光旅行者等への対応（第13条関連）

① ユニバーサルツーリズム普及事業（観光課）

➢ 観光関係者等を対象としたユニバーサルツーリズム説明会や研修会

を実施した。

・実施回数：15回，参加者数：153名

（6）事業者等への支援（第14条関連）

① 企業による障害者雇用促進事業（雇用労政課）

➢ 障害者の雇用経験のない事業所が，障害者雇用に当たっての問題点

等を解決し，障害者雇用の場を拡大させるため，短期の雇用体験を実

施した。

・参加者 延べ88名（うち，手話を使用した聴覚障害者：１名）

・雇用移行者 61名（うち，手話を使用した聴覚障害者：１名）

（7）手話施策推進協議会（第14条関連）

① 手話施策推進協議会事業

➢ 手話の普及等に関する施策を推進するため，手話施策推進協議会を

開催した。

・開催日 令和３年８月５日（木）

・出席者 委員14人 ほか
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